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お
知
ら
せ

◆
忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
！

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

（
第
４
期
）
と
国
民
健
康
保
険
税

（
第
８
期
）
の
納
期
限
は
２
月
28

日
㊎
で
す
。
最
寄
り
の
金
融
機
関

も
し
く
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

納
期
内
に
納
付
で
き
な
い
事
情

の
あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
納
税
に
は
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
口
座

振
替
の
結
果
は
預
貯
金
通
帳
へ
の

記
帳
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
収
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
８
、Ｆ
⒇
１
６
０
９
へ
。

◆
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
、

「
口
座
振
替
」
が
お
得
で
す

国
民
年
金
の
納
付
は
、
口
座
振

替
の
手
続
き
を
一
度
す
る
だ
け

で
、
毎
月
の
保
険
料
が
自
動
で
引

き
落
と
さ
れ
ま
す
の
で
、
納
め
に

行
く
手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
も

な
く
安
心
で
す
。

ま
た
通
常
の
口
座
振
替
の
振
替

日
は
翌
月
末
で
す
が
、
申
し
出
に

よ
り
当
月
末
振
替
（
早
割
）
に
す

る
と
一
カ
月
あ
た
り
50
円
割
り
引

き
に
な
り
お
得
で
す
。

ご
希
望
の
方
は
金
融
機
関
ま
た

は
年
金
事
務
所
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

〈
持
参
す
る
も
の
〉

・
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書

・
預
金
通
帳
、
届
出
印

※
一
部
免
除
の
承
認
を
受
け
て
い

る
方
は
、
早
割
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
１
１
）０
５
０
へ
。

◆
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、３
月

２
日
に
登
録
す
る
選
挙
人
名
簿
お

よ
び
同
日
ま
で
に
登
録
す
る
在
外

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

・
期
間

３
月
３
日
㊊
～
７
日
㊎

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
選
挙
管
理
委
員
会
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
２
９
、Ｆ
⒇
１
６
０
４
へ
。

◆
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

の
縦
覧

市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
農

業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
縦

覧
を
行
い
ま
す
。

・
期
間

２
月
23
日
㊐
～
３
月
９
日
㊐

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
選
挙
管
理
委
員
会
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
２
９
、Ｆ
⒇
１
６
０
４
へ
。

◆
市
民
課
・
本
納
支
所
窓
口
で
の

本
人
確
認
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

本
人
な
り
す
ま
し
に
よ
る
証
明

書
等
の
交
付
請
求
お
よ
び
届
出
を

防
止
す
る
た
め
、
身
分
証
明
書
の

提
示
に
よ
る
本
人
確
認
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

１
住
民
票
・
戸
籍
証
明
書
の
交
付

請
求
ま
た
は
住
所
変
更
等
の
住

民
異
動
届
を
す
る
場
合

２
養
子
縁
組
・
協
議
離
縁
・
婚

姻
・
協
議
離
婚
・
認
知
と
い
っ

た
戸
籍
の
届
出
を
す
る
場
合

本
人
確
認
の
方
法

①
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
運
転

免
許
証
、パ
ス
ポ
ー
ト
等
官
公
署

発
行
の
顔
写
真
付
身
分
証
明
書

②
①
が
な
い
場
合
、
各
種
健
康
保

険
の
被
保
険
者
証
、
国
民
年
金

手
帳
な
ど
２
点
以
上
（
い
ず
れ

も
有
効
期
限
内
の
も
の
）

※
１
の
交
付
請
求
ま
た
は
届
出
の

際
に
、
代
理
人
が
次
の
方
の
場

合
を
除
き
、
代
理
権
限
の
確
認

書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

住　

民　

票
…
同
一
世
帯
の
方

戸
籍
証
明
書
…

配
偶
者
ま
た
は
直

系
親
族
の
方

代
理
権
限
確
認
書
類

（
任
意
代
理
人
の
場
合
）

・
請
求
者
が
作
成
し
た
委
任
状

（
法
定
代
理
人
の
場
合
）

・
戸
籍
全
部
事
項
証
明
書

・
後
見
登
記
等
の
登
記
事
項
証
明

書
・
裁
判
所
の
謄
本
な
ど

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
市
民
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
２
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

　 「茂原市高齢者見守りネットワーク」の 
 協力事業者が増えました！ 　
市では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられると共に、孤
独死・孤立死などの問題を予防することを目的とした「茂原市高齢者見守り
ネットワーク」を平成25年８月１日から開始しました。このたび新たに、金
融機関、新聞・牛乳販売店、配食業者が協力事業者に加わりました。今後も
更に、見守り体制の充実を図ってまいります。

高齢者見守り
ネットワーク

　協力事業者が業務を遂行するにあたり、訪れた高齢者宅で異変
に気付いたり、高齢者から助けを求められた場合に市や協力機関に
通報して頂き、安否確認や必要に応じた支援につなげるなど早急に
対応できるようにするものです。
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地域ネットワーク
協力事業者

例：新聞等が溜まっている。
　　ここ数日見かけない。
　　怒鳴り声が聞こえる。

お問い合わせは、市地域包括支援センター（２階）
☎（20）1583、Ｆ（26）6788へ。


